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走る！！走る！！走る！！走る！！走る！！走る！！
町長が町長が

　

７
月
23
日（
火
）と
24
日（
水
）に
福
島
県
相
馬
市
、
南
相
馬
市
、
浪
江

町
そ
し
て
飯
舘
村
を
視
察
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
私
が
被
災
地
に
赴
く
の
は
、
一
昨
年
の
７
月
に
宮
城
県
石
巻

市
な
ど
を
視
察
し
た
時
以
来
の
２
回
目
と
な
り
ま
す
。

　

震
災
か
ら
約
２
年
４
か
月
経
っ
た
被
災
地
に
赴
き
、
街
の
復
興
状
況

や
住
民
の
生
活
環
境
な
ど
の
現
状
を
自
分
自
身
の
目
で
確
認
し
な
が
ら
、

市
長
や
村
長
を
は
じ
め
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
の
皆
さ
ん
か
ら
お
話
し
を

伺
い
ま
し
た
。

　

視
察
先
の
相
馬
市
、
南
相
馬
市
の
両
市
長
、
飯
舘
村
の
村
長
は
、
震

災
当
時
か
ら
の
市
長
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
災
害
発
生
時
の
初
動
体

制
の
あ
り
方
や
行
政
機
能
の
確
保
か
ら
災
害
時
の
首
長
の
果
た
す
べ
き

役
割
、
ま
た
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
の
仕
方
な
ど
、
震
災
時
の
体

験
を
交
え
な
が
ら
お
話
い
た
だ
き
、
災
害
に
備
え
る
大
切
さ
を
再
度
、

痛
感
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
町
に
お
い
て
も
、
今
回
の
大
震
災
は
決
し
て
他
人
事
で
は
な
く
、

改
め
て
備
え
の
重
要
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
町
民
の

生
命
財
産
を
守
る
た
め
に
、
今
後
も
災
害
対
策
の
充
実
を
一
層
図
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
意
し
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
も
、
い
つ
起
こ
る
と
も
わ
か
ら
な
い
災
害
に
備
え
た
対
策
を

家
族
や
地
域
で
今
一
度
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。　

　

最
後
に
一
刻
も
早
い
被
災
地
の
皆
様
の
復
興
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま

す
。
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▲浪江町職員を前にあいさつ

東日本大震災被災地
福島県相馬市、南相馬市
浪江町、飯舘村を視察

　

現
在
、
大
磯
運
動
公
園
の
指
定
管

理
者
で
あ
る
㈱
ラ
ン
ナ
ー
ズ
・
ウ
ェ

ル
ネ
ス
に
よ
り
、
多
目
的
広
場
の
北

側
の
一
部
で
、
ポ
ッ
ト
苗
方
式
の
芝

生
の
試
験
植
栽
を
行
っ
て
い
ま
す
。

６
月
に
苗
を
植
え
、
順
調
に
成
長
し

て
い
ま
す
が
、
試
験
植
栽
の
結
果
が

良
好
な
ら
ば
、
平
成
26
年
度
に
は
全

面
的
に
芝
生
の
植
栽
を
行
う
予
定
で

す
。

問　

都
市
計
画
課 
☎
内
線
２
４
３

　

今
年
２
月
に
神
奈
川
県
の
「
新
た

な
観
光
の
核
づ
く
り
認
定
事
業
」
に

認
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
７
月
に

「
観
光
の
核
づ
く
り
担
当
」
を
設
置

し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、「
新
た
な
観
光
の

核
づ
く
り
推
進
本
部
」
を
町
役
場
本

庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
奥
に
構
え
ま
し
た
。

推
進
本
部
は
、「
観
光
の
核
づ
く
り
」

に
携
わ
る
関
係
団
体
の
皆
さ
ん
の
活

動
の
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、
こ
れ

か
ら
の
大
磯
町
の
観
光
の
核
づ
く
り

の
活
動
拠
点
と
な
る
場
所
で
す
。

　

横
浜
・
鎌
倉
・
箱
根
に
次
ぐ
、
第

４
の
観
光
地
と
な
る
べ
く
、
国
内
外

に
強
力
に
発
信
で
き
る
魅
力
的
な
新

た
な
観
光
地
「
大
磯
」
を
創
出
す
る

取
組
み
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
進
め
て

い
き
ま
す
。

問　

産
業
観
光
課 

新
た
な
観
光
の

　

核
づ
く
り
担
当　

☎
内
線
２
６
５

　町では３市３町広域行政推進協議会（平塚市、秦
野市、伊勢原市、大磯町、二宮町及び中井町）との
間で、公共施設の相互利用の協定を結びました。
　町民の皆さんは、平成 26 年４月１日から同協議
会構成市町の一部の体育館やテニスコートなどの公
共施設について市町の住民と同じ料金で利用できま
す。
　各市町の相互利用できる対象施設については、町
ホームページをご覧ください。
　なお、使用料、利用時間、利用方法などの詳細は、
各施設へ直接お問い合わせください。
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大
磯
運
動
公
園
多
目
的
広
場
の

芝
生
化
に
向
け
て

平成26年４月１日から

３市３町で公共施設の
　 　相互利用を開始！！
３市３町で公共施設の
　 　相互利用を開始！！
３市３町で公共施設の
　 　相互利用を開始！！

新
た
な
観
光
の

新
た
な
観
光
の

核
づ
く
り
推
進
本
部
が

核
づ
く
り
推
進
本
部
が

で
き
ま
し
た

で
き
ま
し
た
！！！！

▶
本
庁
舎
１
階
に
設
置
さ
れ
た
推
進
本
部

▲一部試験的に芝生化された多目的広場


